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［重要施設周ｍ及び国境離粫等にお ける 土地等の利Ｈ］状況の調査及び利Ｈ］の規制等に関する法律

［土地利Ｈ］規制法） の廃止を求め る塵、ｘｌ書ＷＩ」を求め る請願

【請願舊旭】

昨年 ６ｙ］のｊ！常国会において「重要施設ｍｍ、び鴇境離気等におけ る上地等の利ｍ状況の調万た八

び利加の規制等に関する法律」 （ｙ）、下、 土地利Ｈ］規制法）が虱決、成立し、今年９ ｆ］ のを面施行に向

けて政省令の準備が支めら れていま す。 この法律は、 政府がまぞ保障上竃要 とする獵設な どのＷ扛

と国境離ａ等 に暮 らす全住Ｒをｔ視対象 にし 、土地・ 建物 の利 Ｈ］ を中止さ せる こと を可能に するも

のです。

規執の笂象と なる 「重燬瘋な」 とは 、也律に よる と、 ①自 衛ほ ・米軍基遨、 ②海上翳安㈹施鼈 （尨、

似台など）、 ③「生活瞿薤施鼈」だ と定義さ れていま す。 「生活関ま施鼈」 について、政府は原発や軍

Ｋ共 ＪＩ］や港だ とい いま すが、条文上 の限定は あり ませ ん。 法の検討過程 では 、「 口ＩＫ保護法 に規定さ

れる 『生活関連等施設』が参考にな る」 と議論さ れており 、発電所や水道施鼈、 １日 １０ 万人な上が

利ｍ する 駅、 放送局や港湾、を港、 加Ｉ ＪＩ Ｉ管ミ施設な どの 指定 が想定さ れま すが、今後Ｆちｊ 閣が制定 する

「畿令」 で定める としてい ます。

そし て、 これ らの 「重要施設」 の周 囲約 １キ ロメ ート ルと 国境離島等を 「注視ＩＸ域」に指定 し、そ

の区域［大］ の土地・ 建物の所有者や賃借人などすべての住Ｒを氛査するこ とができ ます。その結１ミｔ、

「重要施鼈」 や国境離芻等の「機能を℡害する行為」 やそ の「凧らかなおそ れ」 があれば、利Ｈ］ ４ニ１止

の勧告・ 命令を行 うこ とができ ます。さ らに、「注視ＬＫ域」 のう ち特に重要と みなすも のは 「特別注

視区域」 に指定し、そ のＩ‾汞域肖｜の一定面積な上の土地・ 建物の売買に事前になｌｍ を義務付ける という

もの です。命令に違反すれば、 「２ 年以下の懲役若し くは ２百万Ｐニ稠、下の罰金」 が科せら れ、 人権侵

害の ‾罵能性 も否定で きま せん。

この 法律 の重大な 問題 は、 どこ で誰 をど のよ うに 調万鴕・ 規制 する のか とい う核心部分を すべ て政

府に 白紙委任 して いる こと です。「Ｕミ視［ヌ：域］ や下特別注視ＩＸ域」 をど うい う基準で指定する のか、

「重要施設」 や鴇境離芻等の「機能を℡害す る行為」 やそ の「 ぼ｜ らか なおそれ」を どう 判断する のか、

住Ｋにどのよ うな調を ・規制を行う のか戮体的な こと はま った く書かれてお らず、政府の裁量任せ

とな っていま す。

この こと によ り、 調査 の範囲が住Ｒ の職歴や思想信条、家族・ 交友 関係 にま で広がる をれがあ り、

木市 を含 めた 地方 自治体に は、 情報提供や住民監視の調査活動 が求 めら れる こと にな りか ねま せん。

基本 自ＩＪ人権の 尊重、地方自 治の 木翕 にも 反す るも ので、断 じて 許さ れる こと では あり ませ ん。

な上のこ とか ら、 地方自治法第 ９９ 条の規定によ り、 下記請願項目 について、意見書を政府関係機

忝に提ｍする こと を求めま す。

【請願項目】　 上遨匹規制法の廃止を求め る意只書を提皀する
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